仕様書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
（担当：尾崎、小西　222-3960） 
	名　　称
	（単価契約）市営保育所における除雪業務

	契約期間
	契約の日の翌日から令和８年３月３１日まで

	実施場所
	京都市周山保育所
（京都市右京区京北五本松町西山２４－３）

	契約条件
	１　実施条件

（1） 保育に支障のないよう配慮し行うこと。
（2） 作業時間は、原則午前７時００分までに終了させること。
ただし、積雪の状況によっては、保育所又は幼保総合支援室の指示に基づき、この時間以外に実施する場合があるものとする。
（3） 積雪が概ね10cm以上見込まれる場合等を想定しているが、保育所又は幼保総合支援室から事前に依頼した場合に実施すること。なお、依頼するタイミングについては、契約締結前に両者協議のうえ決定するものとする。
２　その他

　　作業の実施に当たって疑義が生じたときは、そのつど保育所又は幼保総合支援室担当者の指示を受けること。
３　料金の支払い

（1） １箇月ごとに、当該期間の業務終了後、実績に応じて支払いを行う。業務代金は、作業時間に契約単価を乗じて得た金額とする。なお、支払いは30分単位で実施するものとする。
（２） 実施業者は、最終実施日の属する月の翌月１５日までに請求を行うこと。
（３） 請求時に、実施内容を確認できる書類を添付すること。
（４） 京都市は、請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。
４　その他

（1） 可能な限り、現地を視察のうえ、見積書を提出すること。なお、
　 現地視察に係る費用はお支払いできません。
（2） 現地視察の際は、周山保育所（075-852-0573）に事前に連絡のう
え、日程調整を行うこと。
（3） 見積書は、１時間あたりの単価がわかるものを提出すること。ま
  た、別途機器リース代等がかかる場合は、１か月あたりの単価を記載すること。
（4） 本仕様書に定めのないことやその他詳細については、本市に確認
を行うこと。


